
 1 

 

 

 

 

 

 

次の一部改正条例案を提出予定です。これに伴い、提出予定条例案は、一部改正条例案

18 件、新設条例案５件となります。 

 

一部改正条例案 

条 例 案 の 概 要 

長野県職員退職手当条例等の一部を改正する条例案 

国家公務員退職手当法等の一部改正による国家公務員の退職手当支給水準

の引下げに準じて、職員の退職手当の支給水準引下げを行います。 

(1) 調整率の引下げ 

退職手当の算定に用いる調整率を段階的に引き下げる。 

期  間 調整率 
（参考） 

最高支給率 

現行（平成 25年３月 31日まで） 104/100 59.28 

平成 25年４月１日～平成 26年３月 31日 94/100 53.58 

平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日 88/100 50.16 

平成 27年４月１日以降 87/100 49.59 

 

(2) 調整率の適用対象の拡大 

調整率を全ての退職者に適用する（現行：自己都合退職者又は勤続 20 年

未満の退職者を除外）。 

（平成 25年４月１日から施行） 
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